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現代社会のシステム把握から労働論ヘ

ーホッブズ、ルソー、ロックからの展開一

高畑明尚

１．はじめに

現代社会のシステムそのものの問題は、諸々の人格による主権の行使や人

権の主張にもかかわらず非人格的（つまり「物象的｣）したがって人権抑圧

的な行為が実現される、諸々の戦争などの今日的実践においても看て取るこ

とができる'１゜

とはいえ、現代社会のシステムを考える上で、人格や人権などの社会的諸

形態や流通などの部面に代表される局面と、社会原理である資本の能動性が

直接的に現れる局面との矛盾が、これまでも問題とされてきた2)。

世界の社会システムが資本のシステムへと転換しつつある資本のシステム

の黎明期において既にホッブズが『リヴァイアサン』３)において、この、現

代社会の、つまりは資本のシステムが、相矛盾する局面によって形成される

システムであることを見抜き指摘していた。

この矛盾に対して、しかし後続の諸研究は、社会システムの一元的把握を

目指す中で、「現代の社会システム＝未来社会のシステム」とする方向性と、

現代の社会システムの根拠と総体との矛盾という方向性へと分裂していくこ

とになった。

前者を代表する論者としては、現在にまで影響を及ぼしている点を考慮し

ても、今日的論者を差し置いて、かのルソーを挙げることができる。

後者を代表する論者としては、同様に、ロックを挙げることができる。

そこで本稿では、この、ホッブズからルソーおよびロックへと、それぞれ

に一元化していく社会システム把握の方向性を吟味するとともに、矛盾した

システムを矛盾論的に把握する方法としての「取得法則の転回」が、それら
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を乗り越えたものであることを見て行くことにする。

人権等の今日的な問題の把握は、中間的もしくは抽象的な諸形態からでは

なく、それら諸形態を産み出す社会システムに根拠づけなければならないこ

とを確認することで、これからの社会科学上の諸問題の解決への基礎理論的

部分を補充することが本稿の目的である。

なお、本稿では、システムを、単なる制度という意味ではなく、生きた有

機体的要素を持つものとする立場に立つものである』)。

Ｉ・現代社会システムの矛盾を乗り越える志向性

一ホッブズ『リヴァイアサン』から

ルソー『社会契約論』およびロック『市民政府論』へ－

（１）ホッブズ『リヴァイアサン』における現代社会システムの把握

イギリスを噴矢として資本という社会原理が社会システムを構築していく

中で、1651年にトマス・ホッブズが『リヴァイアサン』を公刊した。

この書は、「序説」以下、

「第一部人間について」

「第二部コモンウエルスについて」

「第三部キリスト教的コモンウエルスについて」

「第四部暗黒の王国について」

という構成になっている。

この構成の仕組みは、コモンウエルスを現代社会のシステムの実在形態と

して、それが人間個々人に根拠をもち（第一部)、さらには肯定的なもので

ある（第二部）ことを、封建社会における教会キリスト教との対比で正当化

する（第三部および第四部）ものとなっている。

そして、コモンウエルスは社会として有機体であるが故に、有機体であり

且つ社会の構成要因である人間をまず考察するという予備的考察から入ると

いう構成を取っているのが『リバイアサン』であると言える。したがって、
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「コモンウエルス…は一個の人工人間｣5)と言われるのである。

ところが、この「コモンウエルス」は、そこ「に住むすべての個人によっ

て与えられた権限をもって…内の平和を維持し…人々を威嚇することによっ

て多くの異なった意志を－つに結集させる｣6)ことになるのである。

さらに、「このような力を持つ彼〔リヴァイアサンー引用者〕の中にこそ

コモンウエルスの本質がある｣7)として、諸個人の形成する社会形態として

のコモンウエルスと、その本質的裏面としてリヴァイアサンを捉えている。

ここに、封建制社会から解き放たれた自由な社会形成主体である諸個人の

産出物が、諸個人の自由を前提とするコモンウエルスと、その自由を制約す

る主体であるリヴァイアサンというように、相矛盾する二つのものとして捉

えられるとともに、まさに矛盾するものとして－つの社会を形成している。

｢どのようなコモンウエルスにおいても、国民の不服従と、コモンウエルス

存立の基礎である契約の廃棄によって生ずるほど大きな不都合は起こりえな

い｣職)ので「私たちがコモンウエルスをつくるとき…権利を主権者〔たるリ

ヴァイアサンー引用者〕に譲渡」し「服従｣9)することになるのである。

同一物を指し示しながら、相矛盾するものとして、コインの両面または紙

の両面のように、現代社会のシステムの二つの異なる局面を表すものとして

コモンウエルスとリヴァイアサンは捉えられ、そのように社会システムは把

握されている。つまり、「主権はコモンウエルスの魂であ｣'0)り、「ひとたび

コモンウエルスが設立されるや、それら〔自然法や市民法一引用者〕は現実

に法となる｣ＩＤが、それを統治する姿態は「リヴァイサン｣'2)なのである。

なお、リヴァイアサンもまた、現代の社会システムであり、そのこと自体

は歴史的にも正当化されるべきものであるという点から、ホッブズは、それ

に対比して、いわゆる封建制社会を持ち出している。

ただし、封建制社会の（個人という存在は遇有的なものであるにも関わら

ず）社会編成としては身分制的に属人的であることを挾り出すようなことは

せずに、それに象徴的なものとして教会的キリスト教を置くという手法を取つ
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ている。しかもキリスト教自体は現代社会にも通じるものであるために、キ

リスト教には「暗黒の王国」を形成する封建的教会的キリスト教と「キリス

ト教的コモンウエルス」とも捉えられる現代社会を構成するものとの二つが

あるという理論構成を採ることになってしまっている。

とはいえ、現代社会のシステムを捉えるという文脈において、ホッブズの

把握した内容と採用した手法は正当なものと考えられる。その前提する歴史

(的狭陰）,性にもかかわらず、現代社会は、その実在する姿において、『リヴァ

イアサン』を超えてはいないと言えよう。

（２）ルソー『社会契約論』と社会システム把握

上に観たようなホッブズの手法と内容は、現代社会をそのシステムから捉

えていこうとする立場からは否定し難いのであるが、しかし社会はあくまで

単一のものであるという側面に固執することにより、二つの方向』性が出てく

ることとなった。

一つは、この社会は一元的であり、したがって、その中にある二つの相異

なる局面は、それぞれ、将来社会の形成要因として肯定されるべきものと否

定されるべきものという局面として把握されるべきであり、そういうものと

して現代社会のシステムの中では矛盾するものであるという把握の仕方であ

る。

もう一つは、矛盾する局面をく本質一現象＞関係に比し、存在するものと

して肯定されるべき（現代社会のシステム上の）根拠と、それと本質的な関

係を成しながらも、必ずしもそのままでの姿を取ってそれが実在するわけで

はないという現象との関係で捉える仕方である。

このうちの前者は、ルソーの『社会契約論』に代表される仕方であり、後

者はロックの『市民政府論』に代表される仕方であると考えられるので、ま

ずは前者から押さえることにしたい。

さて、ジャン・ジャック・ルソーは、ホッブズの『リヴァイアサン』の後

を受ける形で、1726年に『社会契約論』を公刊した。
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通例受容されているように、これは法律的な内容に限定されるものではな

く、まさにルソーの現代社会システム把握であり、それとともに、ホッブズ

の『リヴァイアサン』が提起した現代社会システム形成上の矛盾を如何に解

決するかという課題をも負ったものである。

ルソーの『社会契約論」にあっても、ホッブズの『リヴァイアサン』同様

に、現代社会という単一のシステムと、諸々の実在する諸姿態で了解される

現代国家とが不分明な形で把握されているが、それは認識上の制約というよ

りは、むしろ実定法か自然法かなどという法的なものの形態のバリエーショ

ンの差異の意味を問わずに、法的なものを法として一括する仕方の点で優れ

たものとなっている。

その上で、ルソーは、社会原理に比するものとして社会的な意志を押さえ、

それを社会システムの原理に関わるものとしての一般意志と、社会形成主体

である個々人の意志を社会的に捉えたものとしての全体意志とで区別してい

る。いわく、「一般意志は〔社会システムとの関わりでは－引用者〕常に正

しく、常に公共的利益を志向する｣':'１が、「全体意志は私的利益を注意するも

ので、特殊意志の総和にすぎない｣'↓)ので、「社会契約は政治体に全構成員に

対する絶対的権力を与え…この権力こそ、一般意志に導かれるもので…主権

とよばれるものである｣'３１のである。

ルソーもまた、ホッブズと同様に、歴史的なものとして現代の社会システ

ムを捉えようとしながら、それに対比されるものとして自然状態を押さえる

という問題は共有している。そして、その上で、現代社会の歴史的進歩性を

述べている。いわく、「全社会組織の基礎をなすべき－つの注意点…それは、

基本的契約は自然的な平等を破壊するものではなく、むしろ反対に、自然が

人間のあいだに与えた肉体的不平等に道徳的合法的平等を置き換えるという

点と、また体力や才能においては不平等の可能性があっても、人間は契約と

権利によって、すべて平等であるという点とである｡｣'6）

このことにより、現代社会のシステムの把握は、決して現状分析に留まる
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ものではなく、それに加えて、このシステムの否定面を撤廃したものとして

の将来社会を展望するものであり、その文脈において現代社会システムの把

握は意義を持つものということになる。

この点では、リヴァイアサンの把握という、－面で封建的教会的キリスト

教の支配する社会との対比を持ち出したがゆえに、自然法の支配する社会と

対比されるコモンウエルスが将来社会を展望するものであるというところに

までは理論の射程が及ばなかったホッブズの『リヴァイアサン』よりも、ル

ソーの『社会契約論』は理論的に進展していると観ることができる。

さて、そのような意味をもつ自然状態と比較する形１７)で、ルソーは現代社

会の否定面を指摘する。すなわち、現代社会においては、「人間は生まれな

がらにして自由であるが、しかしいたるところで鉄鎖につながれている。あ

る者は他人の主人であると信じているが、事実は彼ら以上に奴隷である」と

いうものである'8)。そして、「社会契約を無益な公式に終わらせないために、

この契約は、一般意思に服従を拒むものはだれでも、政治体全体の力によっ

て服従を強制される、という約束を暗黙のうちに含んでいる。この約束のみ

が他の約束にも効力を与える。そしてこれは、各個人が自由になることを強

制されるという意味にほかならない。というのは、これこそ、各市民を祖国

に与えることによって、市民をあらゆる人格的従属から守る条件であり、政

治機構の仕組みとはたらきをつくる条件であり、市民間の約束を合法化する

唯一の条件である。市民間の約束もこの条件がないならば、不合理で、押し

つけがましいものとなり、恐るべき弊害にさらされるであろう」という形で、

現代の社会システムの実在する理由を押さえている'9)。

しかし、「このあらゆる損失の差引を比較しやすい項目に要約してみ」る

と、「人間が社会契約によって喪失するものは、その生来の自由と、彼の心

を引き手の届くものすべてに対する無制限の権利とであり｣、「これに対し

て人間の獲得するものは、社会的自由と、その占有するいっさいの所有権と

である｣２１１)ので、現代社会は、そのシステムにおいて、人間の自然状態から
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由来する自由は失うという否定面をもちながらも、自らの精神的能動'性にお

いて社会を形成するという意味で自由を持ち２１１、その自由の実在的なあり方

として所有権を持つということになる。

さらに、この新たに獲得した自由は、「自然的な平等を破壊するものでは

なく、むしろ反対に、自然が人間のあいだに与えた肉体的不平等に道徳的合

法的平等を置き換えるという点と、また体力や才能においては不平等の可能

性があっても、人間は契約と権利によって、すべて平等であるという点｣22）

で歴史的に進歩的なものであり、この点からも、ルソーにおいては、現代社

会のシステムの把握は将来社会を展望する文脈におけるものと評価すること

ができる。

しかし、この局面は、現代社会ではその否定面とリンクしたものである。

すなわち、現代社会はそのシステムに必然的に「市民のあいだに平等を確立

するので、市民はすべて同一条件のもとで約束し、すべて同一の権利を享受

すべきである」が、そのためには「一般意志のあらゆる合法的行為は、全市

民にひとしく義務を負わせ｣2鋤ることになる。

これにより、ルソーにあっては、現代社会のシステム原理に比すべき一般

意志が肯定面と否定面の両方をもつことになるのであるが、自然状態という

架空の歴史に対しては肯定的となり、その結果という面からも展望されるべ

き将来社会との関係にあっては否定的なものとなることになる。

ここからは、将来社会を展望するという姿勢はありながらも、それは出て

こないために、将来社会とは切り離されている。言い換えれば、自然状態の

前提という論理破綻を捨象しても、現代社会のシステムから内在的に、将来

社会は展望されえない論理構造となっている24)。

そこで、ルソーは、一般意志それ自体ではなく、一般意志を体現するよう

な個々人の出現に将来社会を形成させようとする。すなわち、「社会契約は

政治体に全構成員に対する絶対的権力を与える。この権力こそ、一般意志に

導かれるもので…主権と呼ばれるものである｡｣25）
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こうした理論構造により、人間個々人は社会を産出するという意味で根源

的な主体ではなく、社会により規定を受けて社会を編成するという循環の中

の環を成す媒介者として存在することになる26)。

この構造は、閉じた構造であり、今度は、こうした構造を持つものを理想

的な将来社会するならば、それは、現代社会の中に萌芽もしくは要素を持ち

ながらも、現代社会とはシステム上の連続性をもたないものとなってしまっ

ている。

結果として、現代社会のシステムを否定するという面からは、それに存在

する社会体制の中から比較的優れたものを選び出す作業で終わることになっ

ている。しかし、社会システムと社会体制とは異なるのである271。

（３）ロックの『市民政府論』

ここまでで見たように、ホッブズが矛盾する二局面の構成物として捉えた

現代社会のシステムは、ルソーによって一元的に把握するという方向,性が打

ち出された。

しかし、ルソーにあっても、その一元化する原理が明らかにされることな

く、二面あることの意味が、自然状態との対比、及び将来社会への展望にお

いて捉えようとされたのであったが、原理を明らかにすることのない社会シ

ステムの対比は言わば単なる社会体制の比較でしかなく、しかも現存しない

一元的（将来）社会は、現代社会のシステムとは直接に連続するものではな

い、ルソー流の理想であり、そこへ至るための道程や媒介を示すものではな

かった。

これに対し、このルソーの『社会契約論」に先立って1689年頃に公刊され

たジョン・ロックの「市民政府論』は、現代社会はシステム的に破綻してい

るとの前提に立ち、その改変を志向するものであり、システム改変の志向性

を持つという点ではルソーに繋がる系譜に位置づくものの、現存する政府の

打倒によってそれを志向するという理論的帰結は、社会体制の変更というこ

とにすら至らない、極めて現状肯定的なものである。
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一般に了解されているところと異なり、それは、社会システムという観点

からすれば、システム破綻の必然`性も導出するものではなく、そういう文脈

からも現状肯定的で将来展望も出ない理論構成ではあるが、あくまで現代に

定位することで、その突破口を示唆するものとなっている。

理論的にはルソーの『社会契約論』より先に出るものではないが、現代の

社会システムを肯定面と否定面との二面的構成物として捉え、社会システム

内在的にシステムの変更を志向し、その契機を探り、結果的にはそれを示唆

するものとなっているために、本稿では、ホッブズの『リヴァイアサン』の

文脈に繋がり且つルソーの『社会契約論」との関係において対比を成すもの

として評価するのである。

さて、ホッブズの『リヴァイアサン』やルソーの『社会契約論』同様に、

ロックもまた『市民政府論』において自然状態を理論的想定としておいてい

る。

この自然状態に対比して、現代の社会システムは、人間個々人に権利を付

与する点で優れているものとされる。それは、ルソーの『社会契約論』同様、

人間個々人が社会的に平等であるという点である281。ただし、この点では、

自然状態との対比で現代社会を否定的に捉えるホッブズとは対照的である

（『リヴァイアサン」は、この文脈において、その否定`性が正当化される。）。

そして、この個々人が社会的に平等であるということを実現する根拠とし

て、ロックは社会システムに基礎づけられた所有権を措定している291。

しかし、この所有権は、現代の社会システムの上で実現してるものである

にもかかわらず、ロックはこれを歴史貫通的なもの、いわゆる通時的なもの

としてしまう。いわく、「私のものであった労働がそれに対する私の所有権

を確立したのである｣3ｍと。

しかし、対象物を事実的に支配するという契機と、社会システムの環を成

す歴史的な権利である所有権とは、直接に連続するものではない。「彼の身

体の労働、彼の手の働きは、まさしく彼のものであるといってよい。そこで
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彼が自然に備えそこに残しておいたその状態から取り出すものはなんでも、

彼が自分の労働を混えたのであり、そうして彼自身のものである何物かをそ

れに附加えたのであって、このようにしてそれは彼の所有となるのである｣３１）

としても、このことは該当する個人と対象との関係を表したにすぎず、した

がって厳密には社会的な意思的承認関係である所有とは言えず、それゆえに

社会システムの構成要素たる所有権を産出するものではないのである。

したがって、ロックにあっては、実在する現代の社会システムの原理とリ

ンクするものとして措定されている「政治的権力は、人々が自分自身で処理

できる所有権をもつところにあJl2)るとしても、社会システム編成原理は何

ら示唆されておらず、個々人と社会との関係は、権利を「侵害された当事者

は…判断を自分でしなかればならない｣33)が、権利を構成する社会システム

の産出構造が明らかにされていない以上、これは該当する政府の打倒を意味

するに留まり、社会システム原理の変更や将来社会のシステムを展望する理

論的射程は持たないものとなっている。

とはいえ、論理的には連続しないものながらも、社会システムの根底的な

位置において労働という要素・契機を示唆したことは、注目に値する。

ここにおいて、現代の社会システムの把握に留まったホッブズの『リヴァ

イアサン』や、論理的には現代社会とは連続しないながらも理想社会の展望

を志向したルソーの『社会契約論」とは異なり、ロックの『市民政府論」は、

現代の社会システムの根底（先取り的に言えば産出原理）に遡及しようとし

た文脈で評価しうるものであると言えるのである。

Ⅱ現代社会のシステム把握に向けて

_「取得法則の転回」論との関わりにおいて－

（１）ホッブズ，ロック，ルソー

一三者の把握から導き出されるもの－

さて、以上のように、ホッブズの現代社会のシステム把握は、現代社会が
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相異なる二局面をもち互いに矛盾するものであることを、すでに現代の初頭

において明らかにしたものであったが、その把握に留まり、現代の社会シス

テムの進歩的側面の指摘で終わっていた。

ただし、ここからは、現代においては、同一の社会システムが対立物を構

成し、しかも、それらが同一物の表裏として同時に成立しているということ

を導くものである。

一方、ルソーの把握は、帰結としては現代社会とは隔絶された理想を志向

するものとなりながらも、したがって論理的に破綻しながらも、その試み自

体からしても、現代のシステムの中に理想的なものの萌芽または要素もしく

は契機を見出そうとするものであり、ここからは、理想的な将来社会のシス

テムは現代社会の中から内在的に産み出されるものであり、そういう文脈で

歴史的に連続,性をもつものであるということが導かれるものである。

さらに、ロックの把握においては、その要素・契機として労働が示唆され

ており、社会システムに内在することと社会システムの自己産出とは別物で

あって、現代の社会システムの把握は、何らかの他の社会システムとの対比

によってなされるべきものではないということまで導き出されるものである。

以上をやや先鋭的に再度まとめると、

①現代の社会システムは同一物の対立する構造という矛盾する面をもつ

②現代の社会システムの中に新しいシステムの要素・契機は在る

③現代の社会システムの産出原理は社会システム自体以外に求めうる

ということになる。

では、これらを満たす把握の仕方はないのだろうか。

（２）「取得法則の転回」という把握

ここで想起されるのが、マルクスが『資本論J'5)等で指摘していた「取得

法則の転回」という把握の仕方である。

ここで「取得法則の転回」というのは、現代の社会システムの中では、一

方で、対等な人格たる商品所有者同士による商品交換の場面が成り立ちなが
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ら、同時に他方では、資本家的所有が妥当する場面が成り立っていることで

ある36)。

ここで資本家的所有というのは、対等な当事者同士の等価交換を否定する

ものであり、したがって、まさしく両者は相容れないものである。

ところが、「商品生産の所有法則」とも呼ばれる前者の方も、その内実は、

資本家的所有の下で人格たる労働主体の労働の成果を等価交換しないで受け

取った成果である商品の交換という点で、矛盾する対立物である資本家的所

有を前提にして成り立つものである371。

また、後者の方も、資本家的所有の所有対象は等価交換の当事者となるべ

き諸々の人格たる人間の派生物（労働力）であって、資本家的所有は、諸人

格との等価交換を前提としている。

よって、この両者は、実は互いに同一なものの相異なる転倒した姿態なの

であって、同一物であるがゆえに、その様態の相互転倒の様が矛盾を形成す

るのである。

しかも、これが単なる形態転換ではないのは、資本家的所有なるものは、

それが前提とする現代の社会システム内の社会的に承認された意識（したがっ

て法的形態も取るもの）によっては正当化されないものだからである。

つまり、現代の社会システムを前提としながら、同一物の転倒的対立物で

ありながら、なお且つ、一方は社会的に承認されたものであり他方は承認さ

れないものであるという点で、両者は矛盾を形成するのである。

以上をまとめれば、労働という社会形成主体たる人間の行為を前提としつ

つ、現代社会がシステム的な矛盾を形成する様態を「取得法則の転回」と呼

ぶことができるということになる。

だが、「取得法則の転回」と呼ばれる事態は、ホッブズやロックらによっ

て示唆されてきた社会システムに関する把握の根拠となるだけではない。

労働を根源とすることで、システムに内在しながら、システムそれ自体では

ないものによってシステムが改変されることの原理が摘出できるのである。
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ここに、現代の社会システムは歴史性をもった一つの形態であり、その形

成主体である人間諸個人の主体的な行為・活動によって新たなシステムの産

出が展望できるのであり、現代に定位しながら理想的将来社会のシステムが

展望できることをも導出しうるのである。

ここに、ルソーらの把握の根拠を見ることができるとともに、ロックの

『市民政府論』のような私的所有に根拠を持ち、それに制約される範囲での

社会システムの改変を超えた、根本的な社会システムの改変ないしは転換を

展望する根拠を見出すこともできるのである。

言い換えれば、本稿で取り上げた三者の理論的根拠である現実を指し示す

とともに、それらの理論を超越する理論構成を展望することも可能とするの

である。

それは、人格たる人間の生きて活動するという当たり前の行為、それが現

代社会のシステムを産出し、その自己環境を構成する産出物（現代社会のシ

ステム）によって規定されて労働という形態規定を受け取るという循環は、

現代に定位して、現代社会のシステムの内部で循環するものではなく、労働

たる人間個々人の行為・活動が根源であるかぎり、その循環を突破または変

更できるものなのだからである。

ここに、「取得法則の転回」から示唆されて見出した、社会システム形成

上の根源である人間の労働、さらには、その実体たる人間個々人が生きて活

動することを、現代社会のシステム形成との関連で改めて注目することがで

きた。

むすび

現代の黎明期においてホッブズは『リヴァイアサン』において、現代社会

を肯定しながらも、他方でシステムとしては矛盾していることを指摘し、現

代社会の把握と、そのシステムの否定へと道を開いた。

それを受けてロックは『市民政府論』で労働を諸個人の社会的存在資格
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(つまりは権利）である所有権の基礎に置き、現代の社会システムと、それ

を形成している主体であるはずの人間諸個人との根源的な関係を析出する上

で労働というものが最重要な契機となることへのヒントを打ち出した。

さらにルソーは『社会契約論』で、現代の社会システムは否定的側面を持

ちながらも、同時に理想的将来社会（システム）を展望させるものであるこ

とを指摘し、政府や社会体制というレベルに留まらない社会システムの変更

という実践が現代社会のシステム把握という理論的営為とクロスするもので

あることを指摘した。

そして、マルクスが指摘していた「取得法則の転回」を検討することによ

り、社会システムを産出・形成する主体であるはずの人間個々人の、生きる、

活動するという根源的な行為が、自ら産出したはずの社会システムの規定を

受けて労働となったときに、そのすべてが重なる要点を成すものであること

が導き出せた。

この小考の帰結する文脈で展開されるべきことは多々あるはずであるが、

本稿では、人間個々人の根源的な行為である、生きること、活動することと、

それが現代の社会システムからの規定を受けたものとしての労働との関係38）

をさらに考察することを後の課題として、ここにむすびとしたい。

以上
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